
保育安全計画【お山保育園】 

 

◎安全点検 

（１）施設・設備・園外環境（散歩コースや緊急避難先等）の安全点検 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

重点点検箇所 

・防火設備 

・避難経路 

・緊急連絡先 

・屋外玩具 

・散歩コース 

・備品 

・屋内玩具 

・水遊び用品 

・通路 

・除湿器 

・空気清浄機 

・避難経路 

・駐車場 

月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

重点点検箇所 

・散歩コース 

・屋外玩具 

・避難通路 

・通路 

・屋内玩具 

・クリスマス用品 

・防火設備 

・駐車場 

・避難経路 

・屋内玩具 

総評 

（２）マニュアルの策定・共有 

分野 策定時期 見直し（再点検）予定時期 掲示・管理場所 

重大事故マニュアル 平成 30 年 2 月 26 日 令和 8 年 3 月 1 日 事務所 

 □午睡 平成 30 年 2 月 26 日 令和 8 年 3 月 1 日 事務所 

 □食事 平成 30 年 2 月 26 日 令和 8 年 3 月 1 日 事務所 

 □プール・水遊び 平成 30 年 2 月 26 日 令和 8 年 3 月 1 日 事務所 

 □感染症 平成 30 年 2 月 26 日 令和 8 年 3 月 1 日 事務所 

 □園外活動 平成 30 年 2 月 26 日 令和 8 年 3 月 1 日 事務所 

災害時マニュアル 平成 30 年 2 月 26 日 令和 8 年 3 月 1 日 事務所 

119 番対応時マニュアル 平成 30年 2月 26日 令和 8年 3月 1日 事務所 

救急対応時マニュアル 平成 30 年 2 月 26 日 令和 8 年 3 月 1 日 事務所 

不審者対応時マニュアル 平成 30 年 2 月 26 日 令和 8 年 3 月 1 日 事務所 

 

 



 

◎児童・保護者に対する安全指導等 

（１）児童への安全指導（認可外保育施設の生活における安全、災害や事故発生時の対応、交通安全等） 

 ４～６月 ７～９月 10～12 月 １～３月 

乳児・１歳以上

３歳未満児 

・安全で子どもが主体的に過ごせる

環境を整える。（転倒防止や滑り止め

など）  

・保育者の抱っこやバギー、手を繋い

での避難をする。  

・お散歩マップを活用し、安全な経路

を選び信号待ちの待機場所は道路よ

り距離をとる。 

・プールでの約束を知る。  

・保育者に手を洗ってもらったり一

緒に手洗いをする。  

・避難時、抱く子どもやバギーへ乗る

子どもなど、年齢や成⾧に合わせて

安全に移動できる体制を決めてお

く。  

・園外保育を楽しみながら、横断歩道

や信号の色等子どもの興味・関心を

育む。 

・様々な遊具や用具の安全な使い 方

を保育者が共に遊びながら伝える。 

・園外保育先の安全を確認し、保育者

が側につきながら安全に身近な自然

に触れられるようにする。 

・火災では煙を吸わないように口 を

覆ったりして避難する。  

・友だちと手をつないで列になって

歩く。 

・保育者の見守りや、手伝ってもらい

ながら手を洗う  

・保育者の言葉かけで信号を見て 横

断歩道を渡る。  

・友だちと手をつないで列になって

歩く。  

・小さい玩具を口に入れたり鼻や 耳

に入れることが危険なことを知る。 

 

 

（２）保護者への説明・共有 

４～６月 ７～９月 10～12 月 １～３月 

園生活を安全に過ごすための方法 を

園だよりなどで知らせる 

定期健診の結果をお知らする 家庭における衛生面の対応について

園だよりなどで知らせる 

衣類・靴の選び方などの、こどもの事

故防止対策について園だよりで知ら

せる 

 

  



 

◎訓練・研修 

（１）訓練のテーマ・取組 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

避難 

訓練等 

※１ 

火災避難訓練 火災避難訓練 火災避難訓練 
火災避難訓練 

台風・水害訓練 

火災避難訓練 

地震避難訓練 

火災避難訓練 

 

その他 

※２ 
  不審者対応訓練 

 

 
救急法講習  

月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

避難 

訓練等 

※１ 

火災避難訓練 火災避難訓練 
火災避難訓練 

地震避難訓練 
火災避難訓練 

火災避難訓練 

地震避難訓練 
火災避難訓練 

その他 

※２ 
 不審者対応訓練  119 番通報   

※１「避難訓練等」・・・・認可外保育施設指導監督基準第３の１（２）の規定に基づき定期的に実施する避難及び消火に対する訓練 

※２「その他」・・・「避難訓練等」以外の 119 番通報、救急対応（心肺蘇生法、気道内異物除去。ＡＥＤ・エピペン®の使用等）、不審者対応等 

 

（２）訓練の参加予定者（全員参加を除く。） 

訓練内容 参加予定者 

不審者対応 園長、事務員、副主任保育士、各担任 

119 番通報対応 園長、事務員、副主任保育士、各担任 

 

 



 

（３）職員への研修・講習（園内実施・外部実施を明記） 

４～６月 ７～９月 10～12 月 １～３月 

・防災マニュアル（日常の安全対策・ 

火災・地震・ 不審者・怪我、救急時の 

対応等） （園内）  

・保健衛生ハンドブック（健康管理・ 

子供の病気の症状に合わせた対応・感 

染症・事故防止、安全対策等・環境及

び衛生管理）（園内） 

・日々の養護（受け入れ時、日中、夕 

方の養護面の基本）（園内）  

・保護者からの受け入れ・引き渡し時 

の注意事項 （園内） 

・プール活動のマニュアルの確認と 

見直し（園内） 

・救急法講習の受講 

・毎月避難訓練の反省を行い、会議で 

共有 (園内)  

・乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）の 

研修（園外） 

・子どもの発達についての研修（園 

外）  

・子どもの発達についての研修を元 

に職員会議で学びを周知 

 

（４）行政等が実施する訓練・講習スケジュール  ※所属する自治体・関係団体等が実施する各種訓練・講習スケジュールについて参加目途にかかわらずメモする 

・キャリアップ研修   ・子どもの発達の研修 

・環境づくり研修    ・救急法講習 

・SIDS の研修 

 

◎再発防止策の徹底（ヒヤリ・ハット事例の収集・分析及び対策とその共有の方法等） 

発生した事案の分析と再発防止策を検討し、安全点検やマニュアルに反映し職員で共有する 

 

◎その他の安全確保に向けた取組（地域住民や地域の関係者と連携した取組、登降園管理システムを活用した安全管理等） 

・登降園管理システム ・鍵を常時施錠することによる不審者対策 ・体動センサーによる幼児の呼吸確認 ・AED による救命措置を実施 

・災害時避難場所の公民館との連携。 

 


